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第3章  都市計画対象道路事業の目的及び内容（事業特性）  

3.1 都市計画対象道路事業の目的 

本事業は、図 3.1.1に示すとおり、長野県の諏訪地域に位置し、首都圏、中京圏か

ら概ね 150km 圏内で、2 時間程度でアクセスできる位置にあります。また、一般国道

20 号は、東京を起点とし、長野県塩尻市までの延長約 230km の主要幹線道路で、諏

訪都市計画道路３・４・２０号諏訪バイパス沖田大和線、下諏訪都市計画道路３・

４・６号高木東山田線は、その一般国道 20 号のバイパスとして、諏訪市と下諏訪町

を結ぶ延長約 11km の道路です。 

一般国道 20 号の対象区間では、過去、異常豪雨に伴う道路冠水により、交通不能

事象が複数回発生しています。また、東西に移動する道路が限られていることや踏切

が 2 箇所あること等により、慢性的な交通混雑が発生しています。沿道の家屋や店舗

への出入り交通が本線交通の阻害となっており、交通事故も多く発生しています。さ

らに、交通混雑が発生していることから、観光業や製造業、緊急輸送活動への影響も

出ています。 

以上の課題と当該道路に求められる機能から、政策目標は以下に示すとおりとしま

す。 

○災害に強い代替路の確保 

○交通の円滑化 

○交通安全の確保 

○地域産業の活性化 

○安心・快適な暮らしづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.1 都市計画対象道路事業の位置 
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3.2 都市計画対象道路事業の内容 

3.2.1 都市計画対象道路事業の種類 

一般国道の改築 

 

3.2.2 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

1）  起終点 

起点：長野県諏訪市四賀 

終点：長野県諏訪郡下諏訪町東町 

 

2）  都市計画対象道路事業実施区域の位置 

計画路線により土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築がありうる範囲

を「都市計画対象道路事業実施区域」（以下、「実施区域」といいます。）といい、

その位置は、図 3.2.1に示すとおりです。 

また、都市計画対象道路事業に係る地域特性の把握は、原則として「実施区域及

びその周囲」（以下、「調査区域」といいます。）で行い、統計資料等の行政単位に

よる文献調査の場合は、「調査区域に含まれる岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡下

諏訪町の 3 市 1 町」（以下、「関係市町」といいます。）について行いました。これ

らの関係市町は、表 3.2.1に示すとおりです。 

 

表 3.2.1 関係市町 

県名 市町名 

長野県 

岡谷市 

諏訪市 

茅野市 

諏訪郡下諏訪町 (以下、「下諏訪町」といいます。） 

計 3市1町 
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図 3.2.1 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

※調査区域は、本図面の範囲内（調査対象外を除く）

を示す。 
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3.2.3 都市計画対象道路事業の規模 

延長  ：約 10.3km 

 

3.2.4 都市計画対象道路事業に係る道路の車線の数 

車線数 ：4 車線 

 

3.2.5 都市計画対象道路事業に係る道路の設計速度 

設計速度：60km/時 

 

3.2.6 都市計画対象道路事業に係る道路の区分、計画交通量及び構造の概要 

1）  道路区分（種級） 

第 3 種第 2 級 

 

2）  計画交通量 

計画交通量は、「平成 22 年度道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）」（国土

交通省）を基に、以下の推計手順により算出しました。推計年次は、交通が定常状

態になると見込まれる西暦 2030 年としました。 
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(1) 推計手順 

計画交通量の推計は、以下の考え方で行いました。推計手順は、図 3.2.2に示す

とおりです。 

 

ア. 現況の道路ネットワーク 

現況の道路ネットワークは、対象とする道路を次のように設定しました。 

・計画路線周辺地域：高速自動車国道、国道、県道、主要な市町村道 

・その他の地域  ：高速自動車国道、国道、県道、主要な市町村道 

 

イ. 現況の自動車 OD 

現況の自動車 OD は、平成 22 年度道路交通センサスで作成された自動車 OD を基

に、道路ネットワークの粗密に応じて、同センサスを基にゾーニングを実施しまし

た。具体的には、計画路線周辺地域については同センサスのゾーンを分割し、その

他の県内地域では同センサスのゾーンを用い、県外地域では計算の簡略化を図るた

めゾーニングの統合を行い、現況の自動車 OD を作成しました。 

 

ウ. 現況交通量の推計 

現況交通量の推計は、「ア.現況の道路ネットワーク」に対して「イ.現況の自動

車 OD」を配分し、現況交通量の推計を行い、平成 22 年度道路交通センサスの現況

実測交通量との整合性を確認しました。 

なお、配分は以下の考え方で行いました。 

・自動車が出発地から目的地に移動するとき、所要時間が最も短い経路が選択さ

れる。 

・有料道路に関しては、一般道との所要時間の差及び料金に応じ、転換が生じる。  

 

エ. 将来の道路ネットワーク 

将来の道路ネットワークは、「ア.現況の道路ネットワーク」に西暦 2030 年まで

に整備が見込まれる路線について整備内容（新築・改良）を反映しました。 

 

オ. 将来の自動車 OD 

将来の自動車 OD は、平成 22 年度道路交通センサスを用いて作成された将来の自

動車 OD を基に、「イ.現況の自動車 OD」と同様の考え方により作成しました。 

 

カ. 計画交通量の推計 

計画交通量の推計は、「エ.将来の道路ネットワーク」に対して「オ.将来の自動

車 OD」を行い、「ウ.現況交通量の推計」と同様の考え方により、将来の計画交通

量を推計しました。推計結果は、図 3.2.3に示すとおりです。 
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図 3.2.2 計画交通量推計手順 

 

 
注：交差点名は仮称である。 

図 3.2.3 計画交通量（西暦 2030 年） 

 

ア. 現況の道路ネットワーク 平成 22 年度道路交通センサス OD 表 

イ. 現況の自動車 OD 

ウ. 現況交通量の推計 

現況実測交通量 

整合性の確認 

将来計画道路 

エ. 将来の道路ネットワーク オ. 将来の自動車 OD 

カ. 計画交通量の推計 

【現況】 

【将来】 
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3）  都市計画対象道路事業に係る構造の概要 

道路構造は、地下式（トンネル構造）が大部分ですが、河川横断部及び既存の道

路等の交差点部等では地表式（平面構造・盛土構造・切土構造）及び嵩上式（盛土

構造・高架構造）を採用しました。 

道路構造の種類の区分は表 3.2.2及び図 3.2.4に、標準横断構成は図 3.2.5に示

すとおりです。 

 

表 3.2.2 道路構造の種類、概ねの位置、延長 

道路構造の種類の区分 概ねの位置 延長 

平面構造 諏訪市四賀 上り 約 0.4km 

盛土構造 

諏訪市四賀 上り 約 0.4km 

諏訪市上諏訪 上り 約 0.1km 

下諏訪町東高木 上り 約 0.6km 

下諏訪町武居南 上り 約 0.2km 

切土構造 
諏訪市上諏訪 上り 約 0.1km 

下諏訪町東町中 上り 約 0.05km 

高架構造 

諏訪市四賀 上り 約 0.9km 

諏訪市上諏訪 上り 約 0.01km 

下諏訪町東高木 下り 約 0.1km 

下諏訪町武居南 上り 約 0.03km 

下諏訪町武居南 上り 約 0.02km 

トンネル構造 

諏訪市四賀～諏訪市上諏訪 

（諏訪第 1 トンネル） 
上り 約 3.0 ㎞ 

諏訪市上諏訪～下諏訪町東高木 

（諏訪第 2 トンネル） 
上り 約 2.0 ㎞ 

下諏訪町東高木～下諏訪町武居南 

（下諏訪第 1 トンネル） 
上り 約 1.2 ㎞ 

下諏訪町武居南～下諏訪町東町中 

（下諏訪第 2 トンネル） 
上り 約 1.3 ㎞ 
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図 3.2.4 道路構造図 
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平面構造の単一区間 

 

    

盛土構造の単一区間 

 

 

 

 

高架構造の単一区間 

 

 

図 3.2.5（1） 標準横断構成 
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トンネル構造 

 

 

図 3.2.5（2） 標準横断構成  
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3.2.7 都市計画対象道路事業の工事計画の概要 

1）  工事区分及び想定される工種 

本事業の工事は、土工、橋梁工、トンネル工の 3 種類から構成されます。工事区

分及び想定される工種は、表 3.2.3に示すとおりです。 

なお、トンネル工事については夜間作業が発生しますが、夜間作業を極力少なく

するよう工事計画を検討し、関係機関と協議の上、事業を進めます。  

 

表 3.2.3 主な工事区分の概要 

道路構造の種類 工事区分 想定される工種 

土工部 

平面部 

盛土部 
土工 

準備工、擁壁工、道路土工（盛土工）、法面工、舗装工 

切土部 準備工、掘削工、法面工、舗装工 

高架部 橋梁工 
準備工、基礎杭工、掘削工、土留工、橋台・橋脚工、橋桁架

設工、床版工、舗装工 

トンネル部 トンネル工 準備工、掘削工、支保工、覆工、舗装工、設備工 
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2）  施工方法 

(1) 土工 

ア. 盛土部（平面部含む） 

盛土部の土工工事の施工順序は、図 3.2.6に示すとおりです。準備工として工事

用道路の建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終えた後、擁壁工を施しま

す。擁壁の構築後、盛土工として実施区域内より運搬された土砂等をまき出し、敷

均した後に転圧機械により締め固め作業を行います。この作業を繰り返し、舗装面

下まで盛土を構築します。盛土工を進めた段階で、機械による法面整形及び法面緑

化を施工して法面保護を行います。最後に機械施工により舗装面を施工して完成と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 3.2.6 土工工事（盛土部）の施工順序 

 

①擁壁工 

②道路土工（盛土部） 

擁壁工 

道路土工（盛土部） 

法面工 

舗装工 

③法面工 

④舗装工 

コンクリートミキサー  バックホウ  

タイヤローラ  

ブルドーザ  
ダンプトラック  

吹付機  バックホウ  

タイヤローラ  
アスファルト  

フィニッシャー  
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イ. 切土部 

切土部の土工工事の施工順序は、図 3.2.7に示すとおりです。準備工として工事

用道路の建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終え、掘削工を施工した後

に、機械による法面整形及び法面緑化等を施工して法面保護を行います。最後に機

械施工により、舗装面を施工して完成となります。なお、掘削した土砂は、トラッ

ク等により盛土部に運搬し、盛土材として転用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 3.2.7 土工工事（切土部）の施工順序 

 

 

 

①掘削工 
掘削工 

法面工 

舗装工 

②法面工 

③舗装工 

ダンプトラック  バックホウ  

吹付機  バックホウ  

アスファルト  

フィニッシャー  
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(2) 橋梁工 

ア. 高架部 

橋梁工事の施工順序は、図 3.2.8に示すとおりです。準備工として工事用道路の

建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終え、最初に橋台・橋脚の基礎とし

ての杭を施工し、掘削、土留めを行った後、橋台・橋脚の躯体を構築します。躯体

完成後、橋桁を架設し、床版を施工した後に舗装工を施工して完成となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 3.2.8（1） 橋梁工事の施工順序 

 

 

 

 

 

 

①基礎杭工 

②掘削工・土留工 

基礎杭工 

掘削工・土留工 

橋台・橋脚工 

橋桁架設工 

③橋台・橋脚工 

④橋桁架設工 

杭打機  

バイブロ  

ハンマ  
バックホウ  ダンプ  

トラック  

コンクリート

ポンプ車  

クレーン  

床版工 

舗装工 
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図 3.2.8（2） 橋梁工事の施工順序 

 

 

 

 

⑤床版工 

⑥舗装工 

コンクリートポンプ車  

アスファルト  

フィニッシャー  
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(3) トンネル工 

ア. トンネル部 

トンネル工事の施工順序は、図 3.2.9に示すとおりです。準備工として工事用道

路の建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終え、掘削工を施工した後に、

掘削した壁面にコンクリートを吹き付けて固め、さらにロックボルトを打設して地

山と一体化させる NATM 工法で施工します。最後に機械施工により、舗装工を施工

して完成となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 3.2.9 トンネル工事の施工順序 

①掘削工 

②支保工 

掘削工 

支保工 

防水シート張 

覆工 

③覆工 

④舗装工・設備工 

コンクリート

ポンプ車  

舗装工・設備工 

アスファルト  

フィニッシャー  

ダンプトラック  バックホウ  

吹付機  
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3）  使用する主な建設機械及び工事用車両 

各工事の主な作業内容と、使用する主な建設機械及び資材及び機械の運搬に用い

る車両（以下、「工事用車両」といいます。）は、表 3.2.4に示すとおりです。 

 

表 3.2.4 使用する主な建設機械及び工事用車両 

区分 主な工種 主な作業内容（種別） 主な建設機械及び工事用車両 

土工 

擁壁工 支保工、コンクリート工 コンクリートミキサー車、クレーン、 

バックホウ 

道路土工 盛土工 ブルドーザ、タイヤローラ、 

ダンプトラック 

法面工 法面整形工、種子吹付工 バックホウ、吹付機、トラック 

掘削工 掘削工 バックホウ、クレーン、ダンプトラック 

舗装工 アスファルト舗装工 アスファルトフィニッシャー 

橋梁工 

基礎杭工 場所打杭工 

（オールケーシング） 

オールケーシング掘削機 

土留工 土留工 クレーン、バイブロハンマ 

掘削工 掘削工 バックホウ、ダンプトラック、クレーン 

橋台・橋脚工 コンクリート工 コンクリートポンプ車、クレーン 

橋桁架設工 橋桁架設工 クレーン 

床版工 コンクリート工 コンクリートポンプ車、クレーン 

舗装工 アスファルト舗装工 アスファルトフィニッシャー 

トンネル

工 

掘削工・支保工 掘削工、支保工 トンネル掘削機、ブルドーザ、吹付機、 

バックホウ、ダンプトラック 

覆工 コンクリート工 コンクリートポンプ車 

舗装工・トンネル

設備工 

アスファルト舗装工、設備工 アスファルトフィニッシャー 
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4）  工事施工ヤード、工事用道路の設置位置 

工事施工ヤードは、計画路線の区域内を極力利用する計画です。また、工事用道

路は、計画路線の区域内及び既存道路を極力利用する計画です。 

工事用車両（搬入搬出車両）は大別すると、盛土及び掘削土の搬入搬出用等のダ

ンプトラック、鋼材等の資材搬入のトレーラ、トラック及びコンクリート搬入のコ

ンクリートミキサー車です。想定される主な工事用車両の運行ルート及び運行台数

は、表 3.2.5及び図 3.2.10に示すとおりです。 

 

表 3.2.5 工事用車両の運行ルート及び運行台数 

[単位：台/日] 

地点 車両の通行ルート 1 日最大延べ工事用車両台数 

諏訪市四賀１ 一般国道 20 号バイパス 500 

諏訪市四賀 2 一般国道 20 号 840 

諏訪市四賀 3 一般県道諏訪茅野線 540 

諏訪市上諏訪 主要地方道諏訪白樺湖小諸線 780 

下諏訪町東高木 仮設道路 460 

下諏訪町高木 一般国道 20 号 460 

下諏訪町東町中 一般国道 142 号 570 

注 1：工事用車両が運行する時間は、8 時～12 時、13 時～17 時を計画した。 

注 2：1 日最大延べ工事用車両台数は、往復の台数を示す。 
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図 3.2.10 工事用車両の運行ルート 



-3-20- 

5）  工事工程の概要 

工事着手から完成までの期間は、概ね 10 年を想定しています。 

作業工程表は、表 3.2.6に示すとおりです。 

 

表 3.2.6 作業工程表 

工事区分 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

工事準備           

土工           

橋梁工           

トンネル工           

 

3.2.8 都市計画対象道路事業の連結位置 

交差点の位置及び接続道路は、表 3.2.7に示すとおりです。 

 

表 3.2.7 交差点の概要 

交差点の概要 接続道路 

諏訪市四賀 1（仮称） 
一般国道 20 号バイパス 

一般県道神宮寺諏訪線 

諏訪市四賀 2（仮称） 一般県道諏訪湖四賀線 

諏訪市四賀 3（仮称） 
一般国道 20 号 

一般県道諏訪茅野線 

諏訪市上諏訪（仮称） 
主要地方道諏訪白樺湖小諸線 

市道角間新田線 

下諏訪町武居南（仮称） 町道御射山道線 

下諏訪町東町中（仮称） 
一般国道 20 号下諏訪岡谷バイパス 

一般国道 142 号 

 

3.2.9 都市計画対象道路事業に係るその他の事項 

休憩所（パーキングエリア、サービスエリア）の設置は予定していません。  
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3.3 その他の都市計画対象道路事業に関する事項 

3.3.1 都市計画対象道路事業の経緯 

一般国道 20 号（長野県諏訪市～下諏訪町間）は、長野県諏訪市四賀～諏訪郡下

諏訪町東町に至る路線で、昭和 47 年に都市計画決定されています。今般、地域や

交通等の課題が見られますので、その解決に有用な道路整備の計画検討を進め、事

業予定者が、図 3.3.1に示すとおり、平成 25 年度から計画段階評価の手続きを実

施しており、構想段階における道路計画のアンケート調査や、「社会資本整備審議

会 道路分科会 関東地方小委員会」（以下、「関東地方小委員会」といいます。）

を 3 回実施しました。 

 

○対応方針（案）
について

≪地域の意見聴取≫

対象者：長野県知事
諏訪市長
下諏訪町長

○対策案選定時に
重視する政策目
標・配慮事項
●第２回意見聴取
方法

≪地域の意見聴取≫

対象者：地域住民
道路利用者
企業 等

■第１回意見聴
取結果 確認

■対応方針の検
討

■第２回意見聴
取方法

対
応
方
針
の
決
定
（
道
路
が
通
る
概
ね
の
ル
ー
ト
）

■第２回意見聴
取結果の確認

■対応方針案の
検討

第３回
関東地方
小委員会

地域の
意見聴取
（第２回）

第２回
関東地方
小委員会

【平成26年7月】

地域の
意見聴取
（第１回）

【平成26年2月～3月】

①地域の課題
②政策目標の案
③道路整備の必要性
④検討にあたって
配慮すべき事項等

●第1回意見聴取
方法

≪地域の意見聴取≫
対象者：地域住民

道路利用者
企業 等

【平成25年11月】

第１回
関東地方
小委員会

■地域の現状
と課題

■政策目標の
案の設定

■第１回意見
聴取方法

■計画段階評
価の進め方

【平成26年9月～10月】

県知事・関係市
町長への意見照

会

【平成28年4月】 【平成28年4月】

関 東 地 方 小 委 員 会
 

図 3.3.1 意見聴取の状況 

 

 

第 1 回関東地方小委員会において、概略計画の検討プロセスを明確化し、計画検

討の発議を行いました。 

第 2 回関東地方小委員会において、諏訪地域の課題を早期に解決する政策目標を

設定し、ルート帯案を設定しました。また、ルート帯案と 2 つの比較案の特徴を、

「政策目標」と「道路整備による影響」の視点から整理しました。設定したルート

帯案は図 3.3.2に、ルート帯案の比較表は表 3.3.1に示すとおりです。



 

-
3
-
2
2
-
 

 

 
出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 

図 3.3.2 設定したルート帯案の概要 

 

 



 

-
3
-
2
3
-
 

 

表 3.3.1 ルート帯案の比較表 

 
出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 
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第 3 回関東地方小委員会において、意見聴取の結果（ルート帯案に関すること）

のまとめ、意見聴取で重視されている項目での複数案の比較評価を行いました。複

数案の比較評価は表 3.3.2に示すとおりです。 

比較評価の結果、【案】バイパス案（山側ルート）は、図 3.3.3に示すとおり、2

つの比較案に比べ、課題を解決するための政策目標である、災害に強い代替路の確

保、交通の円滑化、交通安全の確保、地域産業の活性化への効果、安心・快適な暮

らしづくりが優れています。また、環境への影響、地域分断、経済面でも優れてお

り、意見聴取で得られた地域のニーズにも応えることが可能です。そのため、以下

のとおり、対応方針（案）を示しました。 

 

◆対応方針（案） 

・バイパス案（山側ルート）とする。 

 

〔理由〕 

・バイパス案（山側ルート）は、政策目標である交通の円滑化、災害に強い代

替路の確保を図り、生活環境などに配慮し、安心・快適な暮らしづくりに寄

与する道路である。また、家屋への影響、経済性の面でも優れており、意見

聴取で得られた地域のニーズにも応えられる。 

  
出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 

 



 

-
3
-
2
5
-
 

 

表 3.3.2 複数案の比較評価 

 
出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 

 



 

-
3
-
2
6
-
 

 

 
出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 

図 3.3.3 対応方針（案） 



-3-27- 

3.3.2 計画段階環境配慮書以降方法書までの経緯 

関東地方小委員会での有識者や県民等の意見を踏まえ、事業予定者が、「計画段

階環境配慮書」（以下、「配慮書」といいます。）を作成し、平成 28 年 10 月 18 日の

国土交通大臣意見をもって、配慮書の手続きを完了しました。その後、事業予定者

が、配慮書において複数案としていたルート帯のうち、「バイパス案（山側ルー

ト）」を対応方針として決定しました。なお、選定した理由は以下に示すとおりで

す。 

 

（理由） 

バイパス案（山側ルート）は、政策目標である交通の円滑化、災害に強い代替路

の確保、交通安全の確保を図るとともに、生活環境などに配慮し、安心・快適な暮

らしづくりや地域産業の活性化に寄与する道路です。また、家屋への影響、経済性

の面でも優れており、意見聴取で得られた地域のニーズにも応えられます。  

 

 

3.3.3 方法書以降準備書までの経緯 

対応方針の決定を受けて、平成 29 年 4 月に「環境影響評価方法書」（以下、「方

法書」といいます。）を作成し、公告・縦覧しました。縦覧期間中に「方法書説明

会」を 4 回開催するとともに、一般及び知事から意見を聴取しました。方法書の手

続きは、平成 29 年 10 月 26 日の知事意見を受け、平成 30 年 1 月に項目並びに調査、

予測及び評価の手法の選定について、事業予定者からの選定に係る資料の送付をも

って完了しました。その後、令和 2 年 9 月から都市計画素案やルート・構造に関す

る説明会を開催し、一般から都市計画素案に関する意見を聴取しました。 

 

 

3.3.4 準備書以降評価書までの経緯 

令和 3 年 3 月に「環境影響評価準備書」（以下、「準備書」といいます。）を作成

し、公告・縦覧しました。縦覧期間中に「準備書説明会」を 4 回開催するとともに、

一般及び知事から意見を聴取しました。準備書の手続きは、令和 4 年 3 月 29 日に

知事意見が述べられたことをもって完了しました。 

知事意見を勘案するとともに、一般の環境保全の見地からの意見に配意して準備

書の記載事項について検討を加え、「環境影響評価書」（以下、「評価書」といいま

す。）を作成し、令和 4 年 7 月に国土交通大臣及び都市計画同意権者である国土交

通省関東地方整備局長に送付しました。その後、令和 4 年 9 月に国土交通大臣及び

国土交通省関東地方整備局長から評価書に対して意見が述べられました。評価書は、

当該意見を勘案して、記載事項について検討を加えて補正しました。 
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3.3.5 環境保全への配慮事項 

1）  計画路線の位置・構造に係る配慮事項 

(1) 計画路線の位置 

計画路線は位置及び基本構造の検討段階から、集落及び市街地、学校・病院その

他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設、重要な地形及び地質、注目すべ

き生息地、重要な植物群落、主要な眺望点及び景観資源、主要な人と自然との触れ

合いの活動の場及びそれを取り巻く自然資源、現在確認されている文化財の通過を

できる限り回避するとともに、自然環境及び土地の改変量を極力抑えた計画として

おり、環境負荷を回避又は低減させた計画としています。 

 

(2) 計画路線の構造 

渡河部においては、河川の改変を極力抑えるとともに、河川の機能を確保し、河

川の流れを阻害しない河川幅を確保した計画としています。また、橋脚の設置を予

定している上川及び中門川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、

必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としています。  

また、計画路線が通過する横断道路や水路については、橋梁構造による横断及び

桁下空間の確保、カルバート等の設置、付け替え道路の整備、流路の付け替え、ト

ンネル構造の採用により機能を確保します。 

さらに、構造物・道路付属物の検討にあたっては、周辺景観との調和や、地域住

民に配慮するとともに、法面保護及び景観保全の観点から、法面は植生による緑化

を行います。緑化にあたっては、在来種の使用により地域の生態系に影響が生じな

いように留意します。道路照明の構造については、周辺環境への影響に配慮します。 

動物の事故を防止するため、樹林地と連続するトンネル坑口部等には、侵入防止

柵の設置を検討します。坑口部の落石や崩落がないように、事業実施段階において、

詳細な地質調査を実施したうえで、詳細設計で崩落防止対策等の検討を行っていく

こととしています。 

なお、詳細な設計の検討にあたっては、事業実施段階において、環境影響評価の

結果に基づき環境保全に十分配慮して行うとともに、測量、地質調査及び詳細な設

計等を行う各段階において、地域の方々に理解が得られるよう、具体的な説明等を

行っていくこととします。 

 

(3) 断層帯、土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域 

計画路線は、位置及び基本構造の検討段階から、断層帯、土砂災害特別警戒区域

及び軟弱地盤地域に配慮した計画とし、断層帯については、トンネル構造での通過

をできる限り回避した計画としています。土砂災害特別警戒区域については、土工

での通過をできる限り回避するとともに、土工で通過する場合は地形改変を極力少

なくした計画としています。軟弱地盤地域については、嵩上式で通過する場合には

橋梁構造を採用し、地盤沈下による影響をできる限り低減した計画としています。 
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また、詳細な道路構造、施工方法等については、事業実施段階において、断層帯、

土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域について、最新の情報を収集整理し適切に

把握した上で十分に配慮して検討します。断層帯については、「道路橋示方書・同

解説」（平成 29 年 11 月 公益社団法人日本道路協会）、「道路土工構造物技術基

準・同解説」（平成 29 年 3 月 公益社団法人日本道路協会）、「トンネル標準示方

書」（平成 28 年 9 月 土木学会）等に基づき耐震性能を有する道路設計を行い、安

全面に十分配慮します。具体的には、最新の文献や地形判読により、断層帯又はそ

の可能性のある地形を抽出した上で、現地踏査、ボーリング調査、弾性波及び電気

等の各種物理探査やボーリング孔を利用した検層等の詳細な地質調査により、工事

に支障となる可能性がある断層帯をできる限り事前に把握し、その位置及び性状を

検証します。トンネル構築における断層変位に関する対策及び配慮の方針について

は、過去に地震で被災したトンネル事例等の最新の知見も踏まえ、専門家等の意見

及び指導を得ながら、適切にトンネル設計及び施工計画に反映します。土砂災害特

別警戒区域については、トンネル構造と地すべり危険箇所等の位置関係から、地山

及びトンネルの安定性を評価し、地すべり線の抵抗力が低くなると判断される箇所

は、トンネル掘削の補助工法等を検討します。また、施工管理の一環として、計測

管理等を行いながら工事を実施します。軟弱地盤地域については、今後、詳細な地

質調査を行い、必要に応じて地盤沈下の発生に十分配慮した施工方法等を検討しま

す。 

さらに、事業実施段階において、詳細な地質調査結果を設計に反映し、安全面に

十分配慮するとともに、地域の方々が災害に対して懸念されていることについて、

説明を行っていくこととします。また、重大な影響が生じるおそれが確認された場

合には、直ちに工事を中断し、必要な措置を講じます。 

 

(4) 地下水及び断層帯 

事業実施段階においては、道路設計に必要な地下水情報を得るために、専門家等

の意見及び指導を得ながら、詳細な地質調査を実施し、断層帯の詳細な位置、帯水

層区分、尾根部を通るトンネルと地下水位の関係、地下水流動系と断層破砕帯との

関係、河川と地下水との連続性や流出入の状況等の把握に努めます。地下水流動系

と断層破砕帯との関係については、必要な箇所において、断層帯を挟んだ両側に地

下水観測孔を設置した調査等を実施し、できる限り事前に断層帯周辺の地下水の分

布状況の把握に努めます。それらの結果を踏まえて、3 次元による浸透流解析等の

数値解析を実施し、事業による影響をできる限り事前に把握し、道路設計及び施工

計画に反映して工事を実施していきます。 

また、文献等に記載されていない井戸や湧水等の個別の水利用の実態についても

関係機関と連携しながら事前に把握し、必要な箇所については自記水位計による連

続観測を実施し、工事着手前段階から適切なモニタリング計画を立案し、実施して

いきます。 
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2）  工事計画に係る配慮事項 

(1) 工事全般 

事業の実施に伴い発生する建設発生土については、「資源の有効な利用の促進に

関する法律」（平成 3 年 4 月 26 日法律第 48 号、改正：平成 26 年 6 月 13 日法律第

69 号）等に従い、できる限り盛土材等として本事業内での利用に努めるとともに、

本事業で発生する建設発生土に関する情報提供あるいは建設発生土を必要とする他

の公共事業等の情報収集に努めます。なお、建設発生土の事業外搬出に関して、搬

出先で不適正な処分が行われないよう、事業者において、利用・処分の流れを把

握・管理し、適正な利用・処分を確認します。建設発生土の具体的な利用・処分方

法については、事業実施段階において他の公共事業等の状況を踏まえ検討します。  

トンネル掘削に伴う建設発生土については、有害物質の含有状況を把握し、必要

に応じて「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル

（暫定版）」（平成 22 年 3 月 建設工事における自然由来重金属等含有土砂への対

応マニュアル検討委員会）等に基づいて搬出先等における汚染防止対策を行います。

また、「土壌汚染対策法」（平成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号、最終改正：平成 29 年

6 月 2 日法律第 45 号）に基づく溶出量基準・含有量基準を超過する土壌を確認し

た場合は、必要に応じて速やかに同法第 7 条第 4 項の技術的基準に基づく対応を行

います。 

トンネル工事に伴い発生する建設発生土等を仮置きする場所については、周辺の

生活環境及び自然環境への影響に配慮し、関係法令を遵守して適切に対応するとと

もに、仮置場までの適切な運搬及び仮置場における適切な管理を図り、建設発生土

の飛散及び流出防止を回避又は極力低減するとともに、工事着手前に関係機関や周

辺住民への情報提供を行います。 

事業の実施に伴い発生する建設汚泥については、「建設汚泥の再生利用に関する

ガイドライン」（平成 18 年 6 月 国土交通省）に準拠し、場内での脱水処理等によ

る減量化を図り、実施区域内の盛土材として再利用又は、最終処分場への搬出等の

適切な処理・処分を行います。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和

45 年 12 月 25 日法律第 137 号、改正：平成元年 6 月 14 日法律第 37 号）に基づき

適正に処理・処分します。処理・処分する場合は、マニフェスト制度に基づき、事

業者が処理の流れを把握・管理するとともに、最終処分について確認を行います。  

事業の実施に伴い発生するコンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊に

ついては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日

法律第 104 号、最終改正：平成 26 年 6 月 4 日法律第 55 号）に基づき、工事の際に

は分別解体し、再資源化できないものについては、関係法令に基づいて適正に処

理・処分します。 

事業の実施に伴い発生する建設発生木材については、「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号、最終改正：平成 26 年

6 月 4 日法律第 55 号）、「土木工事現場における現場内利用を主体とした建設発生
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木材リサイクルの手引き（案）」（平成 17 年 12 月 土木研究所）に基づき、適正に

処理・処分します。 

なお、詳細な施工計画の検討にあたっては、事業実施段階において、環境影響評

価の結果に基づき環境保全に十分配慮して行います。 

 

(2) 工事施工ヤード、工事用道路の設置位置 

工事施工ヤードは計画路線上を、工事用道路は既存道路を極力利用して、工事の

実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としています。工事の実施により、一

時的な通行規制等が生じる場合は必要に応じて、う回路を設置し、横断道路の機能

を確保します。 

なお、詳細な工事用車両の運行ルート、車両の出入り位置等については、通勤・

通学の時間帯を避けて通行することや工事用車両の出入り量を制限する等、市街

地・集落及び学校・病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設に対

する生活環境や観光地へのアクセス、地域内の移動への影響に配慮するとともに、

工事着手前に地域の方々へ説明等を行っていくこととします。 

 

(3) 土工 

土工の工事にあたっては、現地条件を勘案し、濁水の発生に留意した工法及び濁

水を河川等に流さない方法を検討します。 

 

(4) 橋梁工 

橋脚の設置を予定している上川及び中門川では、仮締切工法による直接流水に接

しない施工を行うとともに、必要に応じて仮設材料による一時的な流路の切り回し

等を行います。また、現地条件を勘案し、濁水の発生に留意した工法及び濁水を河

川等に流さない方法を検討します。 

橋梁等の塗装工事は、事業実施段階において、「鋼道路橋塗装・防食便覧」

（（社）日本道路協会）等の指針に基づき塗装の種類について検討し、揮発性有機

化学物質の排出が少ない塗料・資材を使用するよう配慮します。  

 

(5) トンネル工 

トンネルの施工計画については、他事業の事例を参考にし、事業実施段階におい

て、詳細なトンネル施工方法を検討していきます。 

トンネル工事の実施に伴う地下水の低下が懸念される場合には、工事前、工事中

における地下水等の状況確認、及びその結果を踏まえた施工方法を検討することで、

環境負荷の回避・低減を図る計画としています。トンネル工事により発生する濁水

は、現地条件を勘案し、濁水を河川等に流さない方法を検討します。また、トンネ

ル工事については夜間作業が発生しますが、夜間工事照明については周辺への影響

に配慮します。地山の安定を図るため、補助工法として薬液注入工法を採用する場
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合には、人の健康被害の発生と地下水等の汚染を防止するために必要な工法の選定

等について定めた「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」（昭和

49 年 7 月 10 日建設省官技発第 160 号事務次官通知）に基づき適切な設計・施工を

行っていきます。 

なお、トンネル工事において発破を実施する場合には、事業実施段階で適切な火

薬量による発破工法の採用や、防音扉の設置、周辺環境へ配慮した工事工程とする

等により環境保全措置を検討し、発破に伴う影響の回避又は低減に努めます。 

 

3）  その他の配慮事項 

(1) 温室効果ガス 

工事中の温室効果ガス排出量の低減を図るため、効率的な施工計画の策定に努め

るとともに、市場性、安定供給、性能、品質の確保にも留意しつつ、「国等による

環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」（平成 12 年 5 月 31 日

法律第 100 号、最終改正：平成 27 年 9 月 11 日法律第 66 号）に基づく特定調達品

目等の使用に努めます。 

また、事業実施にあたっては、省エネルギー性能の高い機器の活用等による工事

中の排出削減対策、道路照明の LED 化等の省エネ設備の導入、道路管理に必要な電

力について再エネを導入する等による温室効果ガスの排出削減に努めるとともに、

本事業の供用前後における温室効果ガス排出量の変化の把握を検討します。 

さらに、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた、地球温暖化対策計画や、

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」（令和 3 年 10 月閣議決定）等の見

直しの状況を踏まえつつ、道路交通政策全体の検討状況を注視し、必要に応じて本

事業の計画に反映します。 

加えて、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）に基づ

き、当該都市計画の目的の達成との調和を図りつつ、地球温暖化対策に係る関係地

方公共団体の地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出削減対策等が行

われるよう配意します。 

 

(2) 埋蔵文化財 

埋蔵文化財包蔵地については、事業実施段階において、「文化財保護法」（昭和

25 年 5 月 30 日法律第 214 号、最終改正：平成 30 年 6 月 8 日法律第 42 号）に基づ

き、関係機関と協議の上、埋蔵文化財発掘調査を行い、記録・保存する等適切な措

置を講じます。 

 

(3) 降雨時の災害への対応 

降雨時の災害への対応については、事業実施段階において改めて実施する詳細な

地質調査結果も含めて、道路詳細設計に反映していきます。また、大雨等の影響を

受ける工事の施工にあたっては、事業者が関係機関と協議し、適切な施工時期に実
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施する等、工事による災害は起こさないよう検討するとともに、供用後の維持管理

を適切に実施していきます。また、施工計画について工事着手前に地域の方々へ説

明等を行っていくこととします。 

 

(4) 路面排水への対応 

融雪剤（凍結防止剤）を含む路面排水の処理や放流先、排水路の対策については、

事業実施段階で必要に応じ、関係機関と協議等を行い、適切に対処します。 

 


